
個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及び

所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間

備考

ー

個人情報ファイル簿（単票）

滞納管理システム(市税，国保等)

市⾧

財政部 債権管理課

強制徴収公債権徴収について，債権管理課が各所管部署から移管を受け，国税徴収法等の規定に基づ

き，滞納者の財産差押等の滞納整理を行うほか，各所管部署に必要な助言・指導を行い，強制徴収公債

権の徴収率向上及び所管部署の事務負担の軽減を行うため利用するもの

１氏名，２性別，３生年月日・年齢，４住所，５国籍・本籍，６勤務先に係る情報，７連絡先，８識別

番号，９家族状況，１０親族関係，１１婚姻，１２住居状況，１３職業・職種，１４職業上の地位，１

５収入・支出内容，１６資産内容，１７課税・納税状況，１８取引状況，１９公的扶助・社会保障等，

２０健康・身体状況，２１傷病歴，２２障害，２３介護，２４診断書

強制徴収公債権の滞納者

各課税システム，収納管理システム及び滞納者との納付相談等により収集。

含む

マイスタット法律事務所

柏市 総務部 行政課

〒２７７−８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
個人情報の保護に関する法律第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）※

※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及び

所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間

備考

ー

個人情報ファイル簿（単票）

私債権及び非強制徴収公債権の各債権別経過記録

市⾧

財政部 債権管理課

市が保有する自力執行権が付与されていない私債権及び非強制徴収公債権(以下「私債権等」という。)

について，債権管理課が各所管部署から移管を受けて徴収するほか，各所管部署に必要な助言・指導を

行い，私債権等の徴収率向上及び所管部署の事務負担の軽減を行うため利用するもの

１氏名，２性別，３生年月日・年齢，４住所，５国籍・本籍，６勤務先に係る情報，７連絡先，８識別

番号，９家族状況，１０親族関係，１１婚姻，１２住居状況，１３職業・職種，１４職業上の地位，１

５収入・支出内容，１６資産内容，１７課税・納税状況，１８取引状況，１９公的扶助・社会保障等，

２０健康・身体状況，２１傷病歴，２２障害，２３介護，２４診断書

私債権等の滞納者

各債権の所管課からの引継ぎ及び滞納者との納付相談等により収集。

含む

神谷法律事務所

柏市 総務部 行政課

〒２７７−８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
個人情報の保護に関する法律施行条例第３条第１項（電算処理ファイル）※

※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー


